
【日本語版 ソフトウェア使用許諾書】 

 

下記の条項はファンクション株式会社（以下「ファンクション」といいます）が、 

「Drive Genius（日本語版）」（コンピューター・ソフトウェア、マニュアル、その他関連資

料を含み、以下「本ソフトウェア」といいます）に適用いたします。 

 

ファンクションは米国 PROSOFT Engineering, Inc.(以下「Prosoft社」といいます)との契

約の元、Prosoft社のライセンサーとなり、 

日本国内での正規代理店として本ソフトウェアの日本語版の販売権を有しています。 

 

利用規約 に関しては、Prosoft 社の利用規約（PROSOFT エンドユーザー・ソフトウェア

ライセンス契約）の内容に準拠し、 

本ソフトウェア使用許諾書は Prosoft社の利用規約を補足するものとします。 

お客様は Prosoft 社の利用規約（PROSOFT エンドユーザー・ソフトウェアライセンス契

約）と本使用許諾書に同意の上、本ソフトウェアをご使用ください。 

 

１．使用許諾 

 

Drive Genius 6は、1つの正規化コードにつき 1台の PCで使用をすることができます。 

また Drive Genius 6（標準ライセンス）は、1年間のサブスクリプションとなります。 

Drive Genius 6プロフェッショナルは、1年間のサブスクリプションとなり、期間内は 10

台までの PCに使用することができます。 

 

２．使用許諾の期間 

 

①本契約は、お客様が本契約の内容に同意して本ソフトウェアの使用を開始したときより

発効し、本ソフトウェアの提供およびサポートが終了するまでとします。   

②お客様が本契約のいずれかの条項に違反した場合、ファンクションは本契約を一方的に

終了させていただくことがあります。 

 

３．禁止事項 

 

①本ソフトウェアのソースコードを、逆コンパイル、逆アセンブル、またはその他の方法で

解析すること。 

②ファンクションへの文書による事前の承諾なしに、本ソフトウェアを譲渡、転貸、再販売、

レンタル等による商用利用をすること。 



③ファンクションへの文書による事前の承諾なしに、本ソフトウェアの文章の一部または

全部を引用し、二次著作物を創作、配布、譲渡、転貸販売すること。 

④本ソフトウェアを、日本国外に輸出して使用すること。 

⑤ネットワークにおいて、使用目的を超える範囲で本ソフトウェアを利用すること。 

⑥ファンクション、または本ソフトウェアのユーザー、その他第三者の著作権、商標権その

他の知的財産権を侵害する行為を行うこと。 

⑦その他法律に反する行為や犯罪に結びつく行為を行うこと。 

 

４．その他 

 

①ファンクションは、いかなる場合にもお客様が本ソフトウェアを使用した結果に関して

一切の責任を負うものではありません。 

②本契約のもとで、本ソフトウェアの品質および性能に関して発生する問題は、お客様の費

用負担をもって処理するものとします。 

③本契約のもとで、ファンクションがお客様に負担する責任の総額は、本ソフトウェアの購

入金額を超えないものとします。 

④製品の仕様や本契約の内容およびパッケージ内容など、予告なく変更することがありま

す。  

⑤お客様およびファンクションは、本契約に関連して発生した紛争については、埼玉地方裁

判所を第一審の管轄裁判所とするものとします。 

 

 

著作権および商標 

 

・「Drive Genius」は米国プロソフトエンジニアリング株式会社の登録商標です。 

・「Drive Genius」の著作権は米国プロソフトエンジニアリング株式会社が有しています。 

・「Drive Genius（日本語版）」の著作権はファンクション株式会社が有しています。 

 


